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大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

１  
ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 
2-2 

(旧18) 
（２）目標 

＜略＞ 

２）重層した歴史を大切にするまち 

総理府の国民生活に関する世論調査（平成２７年６月調査）では、経済的な豊かさの実現や自由時間の増加

により、物の豊かさより心の豊かさとゆとりある生活を重視すると約６割の方が答えています。また、町民ま

ちづくりアンケート調査においても、歴史と文化の香り高い緑豊かな環境に高い関心が寄せられています。歴

史的建造物、松並木などの歴史・文化資産を活かすとともに、新たな歴史を刻みながらまちを育てていくこと

をめざします。 

＜略＞ 

４）特性を活かす産業のまち 

大磯を訪れる人をもてなす観光、自然の恵みを活かした農林水産業、高齢者や子育て世代のニーズに対応す

るサービス業、豊かな自然環境を活かす産業など、まちの活力と魅力あふれる産業の振興をめざします。 

（２）目標 

＜略＞ 

２）歴史が重層するまち 

総理府の国民生活に関する世論調査では、経済的な豊かさの実現や自由時間の増加により、物の豊かさよ

り心の豊かさとゆとりある生活を重視すると約６割の方が答えています。歴史的建造物、松並木などの歴史・

文化資産を活かすとともに、新たな歴史を刻みながらまちを育てていくことをめざします。 

 

 

＜略＞ 

４）特性を活かす産業のまち 

大磯を訪れる人をもてなす観光、自然の恵みを活かした農業や漁業、高齢者等のニーズに対応する小売業、

豊かな自然環境を活かす産業など、まちの活力と魅力あふれる産業の振興をめざします。 

1-3 計画の前提 

  ＜略＞ 

 

 
■将来人口■ 

 

  
                  単位（人） 

平成２２年度 平成２７年度 平成３２年度 

（２０１０年度） （２０１５年度） （２０２０年度） 

 ［実測値］ ［計画目標値］ ［計画目標値］ 

33,000 33,000 33,000 
 

1-3 計画の前提 

＜略＞ 

 

 
■将来人口■ 

 

  
                  単位（人） 

平成２２年度 平成２７年度 平成３２年度 

（２０１０年度） （２０１５年度） （２０２０年度） 

   

33,000 33,000 33,000 
 

2-3 
(旧19) 

（１）都市構造の基本的な考え方 

本町は、相模湾と丹沢山系からつながる鷹取山や高麗山等の丘陵に挟まれた平地に、東部の大磯駅周辺と西部

の国府支所周辺を中心に、地形上、コンパクトな市街地が形成されています。 

しかし、人口減少及び少子・超高齢社会を迎える今後に向けて、特に高齢者や子育て世代にとって安心して健

康で快適な生活をおくれる環境を実現すべく、公共交通、防災・減災対策、町民等の利便性の向上を一体的に取

り組むことが必要です。このため、地形的にコンパクトであることを都市機能にも反映し、東西のまちの拠点を

中心に生活利便施設等の集約を図り、日常生活に必要なまちの機能を、住まいの近くに集積することにより、身

近な範囲で日常生活を完結することができる大磯らしいまちづくりを進めます。また、地震や津波に対する防

災・減災対策をはじめ、老朽化対策を含めた公共施設等の総合的な管理計画や公共交通ネットワークの再構築を

考慮しつつ、新たな拠点づくりの検討を進めます。 

 

（１）都市構造の基本的な考え方 

本町は、海と山に挟まれた平地に細長く市街地が形成されています。市街地の中心は、東部の大磯駅周辺と

西部の国府支所周辺であり、西部地区で人口が増えています。 

丹沢山系からつながる鷹取山や高麗山等の丘陵の自然のつながりは、川と海とともに町の骨格を形成し、生

態系にとっても大事な所です。 

将来の都市構造は、現在の都市構造を受け継ぐとともに、新たな都市的魅力の向上を図っていくことを基本

とします。 

１）拠点とゾーンと軸 

   大磯駅周辺と国府支所周辺をまちの拠点として位置づけ、各地区の特性を踏まえながら、大磯駅周辺は町の中

心として、国府支所周辺は西部地区の中心として生活利便施設等※の集約化を図ります。 

   大磯港を含めた海浜地と町の中央部の大磯城山公園・大磯運動公園周辺を文化レクリエーションゾーンとして

位置づけ、各地区の特性を踏まえながら、海浜地は海の自然を活かしたゾーン、大磯城山公園・大磯運動公園周

辺は公園・里山・谷戸など山の自然を活かしたゾーンの整備を図ります。 

＜略＞ 

  ※生活利便施設：病院、銀行、スーパーマーケットなど住宅の周辺にある、生活に必要な施設など 

１）拠点とゾーンと軸 

     大磯駅周辺と国府支所周辺を都市拠点として位置づけ、各地区の特性を踏まえながら、大磯駅周辺は町の中

心として、国府支所周辺は西部地区の中心として拠点の整備を図ります。 

   大磯港を含めた海浜地と東部・西部にまたがる大磯城山公園・大磯運動公園周辺を文化レクリエーションゾ

ーンとして位置づけ、各地区の特性を踏まえながら、海浜地は海の自然を活かしたゾーン、大磯城山公園・大

磯運動公園周辺は公園・里山・谷戸など山の自然を活かしたゾーンの整備を図ります。 

＜略＞ 

 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 
2-3 

(旧19) 
２）５つの土地利用地域 

＜略＞ 

② 商業・業務地 

高麗三丁目の国道１号・県道６２号沿道、大磯駅周辺、国府支所周辺を「商業地」、大磯駅周辺の国道   

１号沿道の官公庁施設等の集積地区を「業務地」として位置づけます。 

③ 工業・流通業務地 

      高麗一丁目のＪＲ東海道本線南側を「工業地」、高麗三丁目のＪＲ貨物相模貨物駅、大磯港を「流通業

務地」として位置づけます。 

 

２）５つの土地利用地域 

＜略＞ 

② 商業・業務地 

高麗三丁目の国道１号・県道６２号沿道、大磯駅周辺、国府支所周辺を「商業地」、役場から図書館

までの国道１号沿道を「業務地」として位置づけます。 

③ 工業・流通業務地 

      高麗一丁目のＪＲ東海道本線沿線地区を「工業地」、高麗三丁目のＪＲ貨物相模貨物駅、大磯港を「流

通業務地」として位置づけます。 

2-4 
(旧20) 

３）骨格的な交通網 

    自動車専用道路として新湘南国道（西湘バイパス）、国道２７１号（小田原厚木道路）があり、この２路線

とあわせて、既存の国道１号、国道１３４号を周辺都市と連絡する主要幹線道路として位置づけます。 

    また、さがみ縦貫道路等の広域的な幹線道路ネットワークの形成に伴う交通の変化を踏まえ、道路計画を策

定し、整備を図ります。 

３）骨格的な交通網 

    自動車専用道路として新湘南国道（西湘バイパス）、国道２７１号（小田原厚木道路）があり、この２路

線を踏まえて、既存の国道１号、国道１３４号線を周辺都市と連絡する主要幹線道路として位置づけます。

また道路計画を策定し、整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 
2-5 

(新規) 
４）施策の展開 

 

施  策 内    容 

コンパクトな 

まちづくりの維持・

形成 

現在の都市構造を受け継ぎつつ、特に高齢者や子育て世代にとって、身近な範囲で

日常生活が完結することが出来る、まちの拠点を中心とした生活利便施設等の集約

を推進します。 

公共交通網の整備 

市街地内移動における公共交通の利便性の向上を図りつつ、郊外住宅地から 

まちの拠点に接続する公共交通について、地域特性に応じた多様な公共交通 

の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新規＞ 

町では、既存の民間路線バスに加え、平成24年4月から運行に必要な経費を町が補助しながら、富

士見地区やJR東海道線北側を運行する新たなバス路線の運行開始や、平成28年4月からは西小磯東

区の一部の地域に乗合タクシーの実証運行を開始するなど、日常生活に必要な身近な移動手段の確保

に努めています。 

 コラム１ 

 公共交通ネットワーク 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 
2-6 

(旧21) 
１）基本方針 

① 自然環境のつながりを守り、活用する －自然－ 

      鷹取山から高麗山に至る山林、その中間に位置する小磯一体の里山及び河川は、生態系としてそのつな

がりを確保します。また、これらの自然は、風景として「見る」自然であると同時に、「ふれあう」自然

として山林や里山の手入れを兼ねた林材を積極的に活用する土地利用を行います。 

＜略＞ 

⑤ 土地特性にふさわしい利用をする －土地条件－ 

      今後土地利用の転換を図る際には、本来土地が有している、地形、地質、地理的条件等の特性からみて、

望ましい土地利用がなされるようにします。特に、津波浸水想定区域については、津波に備えるまちづく

りを推進します。一方、安全面、環境面から見て、土地利用転換をすることが望ましくない地域ではこれ

を抑制します。 

 

１）基本方針 

① 自然環境のつながりを守り、活用する －自然－ 

      鷹取山から高麗山に至る山林、その中間に位置する小磯一体の里山及び河川は、生態系としてそのつ

ながりを確保します。また、これらの自然は、風景として「見る」自然であると同時に、「ふれあう」

自然として積極的に活用する土地利用を行います。 

＜略＞ 

⑤ 土地特性にふさわしい利用をする －土地条件－ 

      今後土地利用の転換を図る際には、本来土地が有している、地形、地質等の特性からみて、望ましい

土地利用がなされるようにします。特に、安全面、生態面から見て、土地利用転換をすることが望まし

くない地域ではこれを抑制します。 

2-7 
(旧22) 

２）市街地の区分について 

① 市街地の設定の考え方 

      現在市街地（市街化区域）は約５５０haあり、約２万９千人※が居住しています。低層の住宅が主体で

あることから、可住地の人口密度は約８７人/haと低く、ゆとりのある市街地が形成されています。また、

今後の人口の見通しは、横ばいから減少することも予測されていることから、原則として市街化区域の設

定は現状と同様とし、既成市街地の改善を図ります。 

      一方、農地を含む自然的土地利用と都市的土地利用の混在、幹線道路沿道における無秩序な施設立地、

農村集落の活力の低下や自然環境の喪失などの課題がある若しくは課題が発生すると予測される地域を

「土地利用調整区域」と位置づけ、地区計画等の活用により、農地や緑地等の自然的環境の保全と市街化

調整区域の性格の範囲内での一定の都市的土地利用を一体的に図っていくなど、地域の実情に応じた、き

め細かな土地利用の整序の検討を行います。 

     ※平成22年都市計画基礎調査の数値 

 

２）市街地の区分について 

① 市街地の設定の考え方 

      現在市街地（市街化区域）は約５５０haあり、約２万９千人※が居住しています。低層の住宅が主体

であることから、可住地の人口密度は約８７人/haと低く、ゆとりのある市街地が形成されています。

また、今後の人口の見通しは、横ばいから減少することも予測されていることから、原則として市街地

の設定は現状と同様とし、既成市街地の改善を図ります。 

      一方、今後、国府地域の中心地の活性化、若年層の定住化の誘導などを、道路等の基盤整備と併せて

戦略的に行っていくためには、計画的な新市街地の形成を検討していく必要があります。この新市街地

については、良好な自然資源を含まないこと、優良な農業地域を含まないこと、隣接する市街地と併せ

て適切な基盤整備が行いうることなど基本的な条件として、「土地利用調整区域」と位置づけ、今後の

土地利用のあり方について、地域及び関係機関と具体的な検討を行う区域とします。 

     ※平成12年都市計画基礎調査の数値 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 
2-8 

(旧23) 
３）土地利用の方針 

＜略＞ 

表 住宅地の区分と方針 

区  分 方    針 

緑陰住宅地 

敷地、緑化等の状況から最もゆとりある緑に包まれた区域。低層戸建て住

宅を中心とする旧別荘地などの区域で、現行の第一種低層住居専用地域（建

ぺい率50％・容積率100％・高さ10m）よりも良好な居住環境の形成をめ

ざす住宅地です。 

低層住宅地 

戸建て住宅を中心とした緑の豊かな地域づくりをめざす区域。地区内道路

の整備と併せて良好な低層住宅地への誘導を図る区域で、第一種低層住居

専用地域及び第一種低層住居専用地域への変更をめざす住宅地です。 

低中層住宅地 

高齢者から若年層、ファミリー層まで、多様な世代の多様な居住に対応す

る区域で、第一種中高層住居専用地域（建ぺい率60％・容積率200％・高

さ13m）及び第一種中高層住居専用地域への変更をめざす住宅地です。 

一般住宅地 

低中層住宅地と同様に多様な居住に対応するとともに店舗や業務施設等と

共存する区域で、第一種住居地域（建ぺい率60％・容積率200％・高さ15m）・

第二種住居地域（建ぺい率60％・容積率200％・高さ15m）及びこれらの

住居地域への変更をめざす住宅地です。 

集落住宅地 

集落及びその他の公共公益施設等が立地する区域で、伝統的な集落の風景

を受け継ぎ、市街地内とは異なったゆとりある居住環境を形成する区域。

地域振興の観点から必要な施設立地や地域の土地利用のあり方について、

地区まちづくり計画等により検討を行います。 

土地利用調整区域 

国府地域の市街化区域に隣接する区域など、農地を含む自然的土地利用と

都市的土地利用の混在、幹線道路沿道における無秩序な施設立地、農村集

落の活力の低下や自然環境の喪失などの課題がある若しくは課題が発生す

ると予測される地域については、地区計画等の活用により、農地や緑地等

の自然的環境の保全と市街化調整区域の性格の範囲内での一定の都市的土

地利用を一体的に図っていくなど、地域の実情に応じた、きめ細かな土地

利用の整序の検討を行います。 
 

３）土地利用の方針 

＜略＞ 

表 住宅地の区分と方針 

区  分 方    針 

緑陰住宅地 

敷地、緑化等の状況から最もゆとりある緑に包まれた区域。低層戸建て住

宅を中心とする旧別荘地などの区域で、現行の第一種低層住居専用地域（建

ぺい率50％・容積率100％・高さ10m）よりも良好な住居の環境の形成を

めざす住宅地です。 

低層住宅地 

戸建て住宅を中心とした緑の豊かな地域づくりをめざす区域。地区内道路

の整備と併せて良好な低層住宅地への誘導を図る区域で、第一種低層住居

専用地域及び第一種低層住居専用地域への変更をめざす住宅地です。 

低中層住宅地 

高齢者から若年層、ファミリー層まで、多様な世代の多様な居住に対応す

る区域で、第一種中高層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域への

変更をめざす住宅地です。 

一般住宅地 

低中層住宅地と同様に多様な居住に対応するとともに店舗や業務施設等と

共存する区域で、第一種住居地域・第二種住居地域及びこれらの住居地域

への変更をめざす住宅地です。 

集落住宅地 

集落及びその他の公共公益施設等が立地する区域で、伝統的な集落の風景

を受け継ぎ、市街地内とは異なったゆとりある居住環境を形成する区域。

地域振興の観点から必要な施設立地や地域の土地利用のあり方について、

地区まちづくり計画等により検討を行います。 

土地利用調整区域 

国府地域の市街化区域に隣接する区域。市街化圧力によるスプロール化を

未然に防止しつつ、将来的に計画的な住宅主体の市街地としての土地利用

について検討します。 
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② 商業・業務地 

      商業・業務地は、大磯駅周辺、国府支所周辺の２カ所を「商業地」として位置づけ、地域の歴史的文化

的な個性を活かした生活拠点として育成します。また、大磯駅周辺の国道１号沿道の官公庁施設等の集積

地区を「業務地」とし、全町民を対象とする公共公益サービスを中心とした利便施設の集積する地域とし

ます。 

 

表 商業・業務地の区分と方針 

区  分 方    針 

商業地 

大磯、国府の中心部の区域。古くからの街道型、小規模店舗型の商業集積

を活かし、身近な生活拠点としての充実を図るとともに、歴史を感じる町

並みづくりを図ります。 

業務地 
大磯駅周辺の国道沿道の区域。役場、図書館、銀行など公共公益サービス

の立地を主体とする利便性の高い区域とします。 
 

② 商業・業務地 

      商業・業務地は、大磯駅周辺、国府支所周辺の２カ所を「商業地」として位置づけ、地域の歴史的文

化的な個性を活かした生活拠点として育成します。また、役場から図書館までの国道沿道は「業務地」

とし、全町民を対象とする公共公益サービスを中心とした利便施設の集積する地域とします。 

 

 

表 商業・業務地の区分と方針 

区  分 方    針 

商業地 

大磯、国府の中心部の区域。古くからの街道型、小規模店舗型の商業集積

を活かし、身近な生活拠点としての充実を図るとともに、歴史を感じる町

並みづくりを図ります。 

業務地 
役場周辺の国道沿道の区域。役場、図書館、銀行など公共公益サービスの

立地を主体とする利便性の高い区域とします。 
 

③ 工業・流通業務地 

      工業・流通業務地は、高麗地区のＪＲ東海道本線南側を「工業地」として位置づけ、ＪＲ貨物相模貨物

駅及び臨港地区に指定されている大磯港を「流通業務地」として位置づけます。これらの地域は、原則と

して現状の機能の維持を図ります。また、大磯港については、イベント時の活用など港湾機能以外での活

動の場としても有効活用を図ります。 

 

   表 工業・流通業務地の区分と方針 

区  分 方    針 

工業地 

高麗地区のＪＲ東海道本線南側の工業地は、原則として現状の機能の維持

を図ることとしますが、地域特性に応じた適切な土地利用を行うために、

状況により計画的な用途転換を図り、無秩序な土地利用転換による都市環

境の悪化の防止に努め、良好な市街地の形成を図ります。 

また、住工混在地区については、当該地区の特性に配慮し、地区計画等の

活用による用途の転換及び用途の純化により、都市環境の向上を図ります。 

流通業務地 

ＪＲ貨物相模貨物駅及び臨港地区に指定されている大磯港の地区。現状の

機能の維持を図るとともに、大磯港については、大磯港活性化整備計画に

基づき、地域住民の交流の促進や観光の振興により、にぎわいの創出を図

ります。 
 

③ 工業・流通業務地 

      工業・流通業務地は、ＪＲ東海道本線沿線地区を「工業地」として位置づけ、ＪＲ貨物相模貨物駅及

び臨港地区に指定されている大磯港を「流通業務地」として位置づけます。これらの地域は、原則とし

て現状の機能の維持を図ります。また、大磯港については、イベント時の活用など港湾機能以外での町

民活動の場としても有効活用することを検討します。 

 

   表 工業・流通業務地の区分と方針 

区  分 方    針 

工業地 ＪＲ東海道本線沿線の既存工場の地区。現状の機能の維持を図ります。 

流通業務地 

ＪＲ貨物相模貨物駅及び臨港地区に指定されている大磯港の地区。現状の

機能の維持を図るとともに、大磯港については港湾の有効利用のあり方を

検討します。 
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④ 農業地 

      西小磯、国府本郷、国府新宿、生沢、寺坂、虫窪、黒岩、西久保地域等の田、畑、果樹園の一体的な農

地の区域を「農業地」とし、農地の保全を図りつつ、新たに就農する者や法人による農業参入など農地の

活用を推進します。特に、近年増加する遊休農地については、観光農園、滞在型市民農園、農業体験企画

などを展開することで、農業地をグリーンツーリズム、ヘルスツーリズムなどの観光型農業の場とし、従

来の生産業としての農業だけでなく、田園風景の保全や地域活性化の一環としての多面的な利用方法を模

索し、有効活用を図ります。 

④ 農業地 

      西小磯、国府本郷、国府新宿、生沢、寺坂、虫窪、黒岩、西久保地域の田、畑、果樹園の一体的な農

地の区域を「農業地」とし、農地の保全と活用を図ります。特に、近年の農業の衰退傾向を踏まえ、農

地を利用した都市農村交流を促進するなど、産業としての農業だけでなく、田園風景や地域活性化の取

り組みの一環としての農地の多様な利用方法を模索し、有効活用を図ります。 
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⑤ 自然環境保全地 

山林、海浜地、大規模な公園等は「自然環境保全地」と位置づけ、 

＜略＞ 

      また、北浜からこゆるぎの浜の一体の海岸は「海浜地」として保全するとともに、レジャーと防災機能

のバランスを考えた土地利用を図ります。さらに、城山公園、運動公園等は「大規模公園等」として、適

切な管理と公園の積極的な町民の利用を促します。 

   

表 自然環境保全地の区分と方針 

区  分 方    針 

山 
 

林 

自然生態保護地 
スダジイなどの貴重な樹木が群生する区域。原則として現状を維持し、山

林の管理や自然観察や学習等を目的とする活動に限定して行います。 

防災保全地 
急傾斜地等の土砂災害の危険性の高い区域。地盤安全性を確保するため、

原則として大規模な樹木の伐採及び土地の改変を行いません。 

里山環境保全地 

西小磯地域を中心とした、南北は城山公園からコマツ研究所、東西は町道

幹線17号線（小磯・万田線）からおおいそ学園までの山林の区域。日常的

に散策や昆虫採集など自然に親しめる里山の区域として一体的な保全と活

用を図ります。 

環境緑地 
上記の区域以外の山林の区域で可能な限り保全を図り、土地利用転換を行

う際にも周辺景観への配慮を行います。 

海浜地 

北浜からこゆるぎの浜までの一連の海岸の区域。背後の松林と共に保全を

図り、海辺に親しむ利用と防災機能とのバランスを考えた土地利用を図り

ます。 

大規模公園等 
城山公園、運動公園等の区域。適切な管理を行い、公園の積極的な町民の

利用を促します。 
 

⑤ 自然環境保全地 

      山林、海浜地、大規模な公園、ゴルフ場は「自然環境保全地」と位置づけ、 

＜略＞ 

      また、北浜からこゆるぎの浜の一体の海岸は「海浜地」として保全し、海辺に親しむ利用を図ります。

さらに、城山公園、運動公園及びゴルフ場は「大規模公園等」として、適切な管理と公園の積極的な町

民の利用を促します。 

 

表 自然環境保全地の区分と方針 

区  分 方    針 

山 
 

林 

自然生態保護地 
スダジイなどの貴重な樹木が群生する区域。原則として現状を維持し、山

林の管理や自然観察や学習等を目的とする活動に限定して行います。 

防災保全地 
急傾斜地等の土砂災害の危険性の高い区域。地盤安全性を確保するため、

原則として大規模な樹木の伐採及び土地の改変を行いません。 

里山環境保全地 

西小磯地域を中心とした、南北は城山公園からコマツ研究所、東西は町道

幹線17号線（小磯・万田線）からおおいそ学園までの山林の区域。日常的

に散策や虫取りなど自然に親しめる里山の区域として一体的な保全と活用

を図ります。 

環境緑地 

上記の区域以外の山林の区域。景観、生態の補完的機能の維持の観点から

なるべく保全を図り、土地利用転換を行う際にも周辺景観への配慮を行い

ます。 

海浜地 
北浜からこゆるぎの浜までの一連の海岸の区域。背後の松林と共に保全を

図り、海辺の親しむ利用を図ります。 

大規模公園等 
城山公園、運動公園及びゴルフ場の区域。適切な管理を行い、公園の積極

的な町民の利用を促します。 
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４）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

特性を活かした 

住宅地の形成 

都市計画法の地域地区（用途地域、特別用途地区、高度地区、風致地区）や地

区計画、建築基準法の建築協定、景観法の景観計画、景観地区や景観協定、都

市緑地法の緑化地域や緑地協定、まちづくり条例の地区まちづくり計画などに

より特性を活かした住宅地の形成を図ります。 

農地の保全と活用 

近年の農業を取り巻く環境の変化をふまえ、農業生産基盤整備、新規就農支援、

法人の農業参入支援、市民農園、滞在型市民農園などによるグリーンツーリズ

ムの展開など、多面的な利活用を視野に入れ、地域特性に合わせた農業振興を

推進するためのエリア設定と総合的な計画を検討し、多様な主体の参画のも

と、農地の保全と活用を図ります。 

自然環境保全地の 

保全と活用 

都市計画法の区域区分や風致地区、都市緑地法の特別緑地保全地区、急傾斜地

の崩壊による災害の防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域、森林法の保安

林や地域森林計画対象民有林、景観法の景観計画、神奈川県自然環境保全条例

の自然環境保全地域、自然とのふれあいの場づくりなどにより自然環境保全地

の保全と活用を図ります。 

併せて、山林や里山の手入れを兼ねた林材の産業的活用等についても検討を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

特性を活かした 

住宅地の形成 

都市計画法の地域地区（用途地域、特別用途地区、高度地区、風致地区）や地

区計画、建築基準法の建築協定、景観法の景観計画、景観地区や景観協定、都

市緑地法の緑化地域や緑地協定、まちづくり条例の地区まちづくり計画などに

より特性を活かした住宅地の形成を図ります。 

農地の保全と活用 

農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域や農用地区域、市民農園、農

業生産基盤整備、都市農村交流、まちづくり条例の地区まちづくり計画などに

より農地の保全と活用を図ります。 

自然環境保全地の 

保全と活用 

都市計画法の区域区分や風致地区、都市緑地法の特別緑地保全地区、急傾斜地

の崩壊による災害の防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域、森林法の保安

林や地域森林計画対象民有林、景観法の景観計画、神奈川県自然環境保全条例

の自然環境保全地域、自然とのふれあいの場づくりなどにより自然環境保全地

の保全と活用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

＜新規＞ 

 

 

                   西小磯地区では昔から、米や野菜、みかんなどが生産されてき 

                  ました。近年、こうした地区でＮＰＯ法人によってグリーンツー 

                  リズムのイベントが企画され、町内外の多くの参加者が稲作体験 

                  やそこでできた米を使った酒づくりなどを楽しんでいます。 

                   このように、従来の生産活動の継承や発展と、近年のトレンド 

                  をとらえた新たな活動の調和による農地の保全と活用が試みられ 

                  ています。 

 コラム２ 

 新たな農地の保全と活用の取り組み 
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２）整備方針 

① 地形や水系などの自然の骨格を緑の骨格とし、緑の保全と活用を図ります。なお、緑の保全を図る地域

制緑地※の風致地区と特別緑地保全地区は、次の方針に基づいて進めます。 

     ※地域制緑地：風致地区や特別緑地保全地区など法律や協定によってその土地利用を規制することで良好な自然環境

などの保全を図ることを目的としている緑地 

＜略＞  

③ 都市の安全性や美しい風景をつくる緑の保全と創造を図るため、緑化の推進及び緑の保全に関する条例

に基づく、保存樹木や保存樹林の指定などを進めます。 

④ 身近な暮らしの中に水と緑を育むとともに、自然とのふれあいの場の整備を進めます。 

⑤ 里山の緑の適正な管理と活用を図ります。 

⑥ 生物多様性を保全・再生し、持続可能な活用を図ります。 

 

２）整備方針 

① 地形や水系などの自然の骨格を緑の骨格とし、緑の保全と活用を図ります。なお、緑の保全を図る地

域制緑地の風致地区と特別緑地保全地区は、次の方針に基づいて指定をめざします。 

    

 

＜略＞  

③ 都市の安全性や美しい風景をつくる緑の保全と創造を図ります。 

  

④身近な暮らしの中に水と緑を育むとともに、自然との憩いの場の整備を進めます。 

⑤里山の緑の適正な管理を図ります。 

 

３）施策の展開 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

骨格的な緑の 

保全と活用 

都市計画法の風致地区、都市緑地法の特別緑地保全地区、神奈川県自 

然環境保全条例の自然環境保全地域、森林法の保安林や地域計画対象 

民有林、ボランティア活動、里山の再生などにより骨格的な緑の保全と 

活用を図ります。 

水と緑のネットワーク 

の形成 

公園、文化財、緑化の推進及び緑の保全に関する条例に基づく保存樹 

木・保存樹林、景観法の景観重要建造物や景観重要樹木、都市緑地法の 

緑化地域、街路樹、河川などを結ぶ水と緑のネットワークの形成を図り 

ます。 

里山の緑の適正 

な管理と活用 

条例・協定等の検討、ボランティア活動、自然とのふれあいの場づくり、 

管理の仕組みづくりなどにより里山の緑の適正な管理と活用を図ります。 
 

３）施策の展開 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

骨格的な緑の 

保全と活用 

都市計画法の風致地区、都市緑地法の特別緑地保全地区、神奈川県自 

然環境保全条例の自然環境保全地域、森林法の保安林や地域計画対象 

民有林、ボランティア活動、里山の再生などにより骨格的な緑の保全と 

活用を図ります。 

緑のネットワーク 

の形成 

公園、文化財、保存樹・保存樹林、景観法の景観重要建造物等、都市緑 

地法の緑化地域、街路樹、河川などを結ぶ緑のネットワークの形成を図

ります。 

 

里山の緑の 

適正な管理 

条例・協定等の検討、ボランティア活動、自然とのふれあいの場づくり、 

管理の仕組みづくりなどにより里山の緑の適正な管理を図ります。 
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(旧30) 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜新規＞ 

 

町では、平成27 年4 月に小淘綾海岸に面した第一種 

低層住居専用地域の約11ha を第３種風致地区に指定し 

ました。また、小淘綾海岸沿いの現存する松林の約1.3 

ha も平成27年4月に特別緑地保全地区に指定しました。 

今後も自然的景観を良好に維持し、緑豊かな大磯らし 

い環境の維持・保全を図るため、さらなる指定を検討し 

ていきます。 

 コラム３ 

 風致地区、特別緑地保全地区 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 
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(旧32) 

３）基本方針 

＜略＞  

⑤ 「大磯らしさ」を共有して町民とともに「守り」、「育む」 

      「大磯らしさ」の特徴や要因は多種多様で複雑です。今後の取り組みにおいても、町民それぞれの思い

の中にある「大磯らしさ」について探求していく取り組みを継続し、それを町民が共有することにより、

協働して大磯らしいまちづくりをさらに展開させていきます。  

 

３）基本方針 

＜略＞  

⑤ 「大磯らしさ」を共有する 

      「大磯らしさ」の特徴や要因は多種多様で複雑です。今後の取り組みにおいても、町民それぞれの思

いの中にある「大磯らしさ」について探求していく取り組みを継続し、それを町民が共有することによ

り、大磯らしいまちづくりをさらに展開させていきます。  

2-18 

(旧34) 

４）風景の保全・創出の誘導指針 

＜略＞  

⑥ 緑豊かな駅周辺の風景 

      大磯駅周辺の風景は、駅舎が関東の駅百選に選ばれる個性的な建築物であるほか、駅前の景色が保存樹

林の緑に覆われている点、周囲を低層の建築物で囲まれている点、町民になじみの深い建築物がある点な

どの特徴があります。 

      これらの特徴の維持・保全を図るとともに、建築物等をつくるに際しては周囲の雰囲気との調和を取り、

これらの特徴を活かしていくものとします。 

 

４）風景の保全・創出の誘導指針 

＜略＞  

⑥ 緑豊かな駅周辺の風景 

大磯駅周辺の風景は、駅舎が関東の駅百選に選ばれる個性的な建築物であるほか、駅前・ホームから

見る景色が緑に覆われている点、周囲を低層の建築物で囲まれている点、町民になじみの深い建築物が

ある点などの特徴があります。 

      これらの特徴の維持・保全を図るとともに、建築物等をつくるに際しては周囲の雰囲気との調和を取

り、これらの特徴を活かしていくものとします。 
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(旧35) 

５）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

自然風景の保全 

と創出 

都市計画法の区域区分や風致地区、都市緑地法の特別緑地保全地区、景観 

法の景観計画や景観地区、森林法の保安林や地域森林計画対象民有林、神 

奈川県自然環境保全条例の自然環境保全地域、公園、まちづくり条例の地 

区まちづくり計画・開発事業の協議調整などにより自然風景の保全と創出を

図ります。 

良好な町並み風 

景の形成 

都市計画法の地域地区（用途地域、風致地区、高度地区）や地区計画、建築 

基準法の建築協定、景観法の景観計画、景観地区や景観協定、都市緑地法 

の緑化地域、まちづくり条例の地区まちづくり計画・開発事業の協議調整、

電線類地中化、屋外広告物の規制、町のいけがき奨励事業、保存樹林、保存

樹木制度などにより良好な町並み風景の形成を図ります。 

歴史的・象徴的 

建築物のある風 

景の保全と活用 

景観法の景観計画、景観地区や景観重要建造物等の指定、文化財保護法の 

登録文化財の指定、都市公園法の公園、まちづくり条例の地区まちづくり計 

画・開発事業の協議調整などにより歴史的･象徴的建築物のある風景の保全 

と活用を図ります。 
 

５）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

自然風景の保全 

と創出 

都市計画法の区域区分や風致地区、都市緑地法の特別緑地保全地区、景観 

法の景観計画や景観地区、森林法の保安林や地域森林計画対象民有林、神 

奈川県自然環境保全条例の自然環境保全地域、公園、まちづくり条例の地 

区まちづくり計画・開発事業の協議調整などにより自然風景の保全と創出を

図ります。 

良好な町並み風 

景の形成 

都市計画法の地域地区（用途地域、風致地区、高度地区）や地区計画、建築 

基準法の建築協定、景観法の景観計画、景観地区や景観協定、都市緑地法 

の緑化地域、まちづくり条例の地区まちづくり計画・開発事業の協議調整、

電線類地中化、屋外広告物の規制、町のいけがき奨励事業などにより良好な

町並み風景の形成を図ります。 

歴史的・象徴的 

建築物のある風 

景の保全と活用 

景観法の景観計画、景観地区や景観重要建造物等の指定、文化財保護法の 

登録文化財の指定、都市公園法の公園、まちづくり条例の地区まちづくり計 

画・開発事業の協議調整などにより歴史的･象徴的建築物のある風景の保全 

と活用を図ります。 
 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 
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(新規) 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜新規＞ 

 

 町では、平成25年4月に大磯町緑化の推進及び緑の保 

全に関する条例を制定し、保存樹木（保存樹林）の指定 

及び助成を行っています。 

 その中に社会福祉法人エリザベス・サンダース・ホー 

ム及び学校法人聖ステパノ学園にまたがる常緑広葉樹の 

樹林があります。 

 この指定した保存樹林は、町の鳥であるアオバトが５月初旬から10 月頃まで丹沢山地から照ヶ崎 

海岸まで海水を求めて集団で飛来する際の貴重な休憩場所のひとつとなっているようです。 

 なお、町の観光キャラクターの「いそべぇ」、「あおみ」もアオバトをモチーフとしたキャラクター 

です。 

 コラム４ 

 保存樹林と町の鳥アオバト 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 
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(旧36) 

１）拠点・ゾーンの整備方針 

 

 表 拠点とゾーンの整備方針 

拠点とゾーン 整備方針 

拠 点 

大磯駅周辺 

・駅周辺の山並みやエリザベスサンダースホーム一帯の緑と調和し落ち 

 ついた景観の保全 

・駅周辺の「大磯町バリアフリー基本構想」に基づくバリアフリー化 

・駅前広場周辺エリアの再整備の検討 

・生活利便施設等の集約化 

・近代の歴史的建築物の町並み、旧東海道筋の商業地の町並み、大磯港 

 周辺の旧漁村の町並みなどの整備と拠点活性化への活用 

・住民参加による四季の花植えなど景観形成の取り組み 

国府支所周辺 

・谷戸川を活かした歩行者環境整備などによる水と緑と文化のネットワーク 

 の形成 

・県道相模原大磯線沿道の町並み形成などによる賑わいの創出  

・生活利便施設等の集約化 

ゾーン 

里山 

レクリエーショ

ンゾーン 

・公園、万台こゆるぎの森、里山、谷戸などの自然を活かした一体的な整 

 備 

・湧水やホタルに代表される里山と谷戸の自然の保全と、環境教育など 

 自然とふれあえる場としての整備と活用 

海浜ゾーン 

・海の自然とふれあえる場としての海岸の整備と活用 

・北浜海岸   ：海水浴場、ビーチスポーツなどによる利用の促進、海浜 

         植物が生存できる自然環境や防砂林の保全、防災に配慮 

         した整備 

・照ヶ崎海岸  ：海岸侵食の防止と磯の自然環境の保全 

・こゆるぎの浜：海岸侵食の防止と松林と一体となった砂浜景観の保全 

・大磯港     ：港を核とした交流や地域の活性化 
 

１）拠点・ゾーンの整備方針 

 

 表 拠点とゾーンの整備方針 

拠点とゾーン 整備方針 

拠 点 

大磯駅周辺 

・駅周辺の山並みやエリザベスサンダースホーム一帯の緑と調和し落ち 

 ついた景観の保全 

・駅及び駅周辺のバリアフリー化 

・近代の歴史的建築物の町並み、旧東海道筋の商業地の町並み、大磯港 

 周辺の旧漁村の町並みなどの整備と拠点活性化への活用 

・住民参加による四季の花植えなど景観形成の取り組み 

国府支所周辺 

・谷戸川を活かした歩行者環境整備などによる水と緑と文化のネットワーク 

 の形成 

・県道相模原大磯線沿道の町並み形成などによる賑わいの創出  

ゾーン 

里山 

レクリエーショ

ンゾーン 

・公園、万台こゆるぎの森（旧野村研修所跡地）、里山、谷戸などの自然を

活かした一体的な整備 

・湧水やホタルに代表される里山と谷戸の自然の保全と、環境教育など 

自然とふれあえる場としての整備と活用 

海浜ゾーン 

海の自然とふれあえる場としての海岸の整備と活用 

北浜海岸   ：比較的広い砂浜、防砂林や海浜植物の自然環境の保全 

 

 

照ヶ崎海岸  ：海岸侵食の防止と磯の自然環境の保全 

こゆるぎの浜：海岸侵食の防止と松林と一体となった砂浜景観の保全 

大磯港     ：港の資産を活かし地域を活性化する港づくり 
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(新規) 

  

 

 

 

 

 

 

＜新規＞ 

 

 

東小磯から西小磯にかけての国道1 号南側には、滄浪閣をはじめ旧大隈重信邸や旧西園寺公望邸な 

どの歴史的建造物が集積しています。これらが立地する地域は、建築可能な建物用途が限定される第 

一種低層住居専用地域のため、取り壊されて低層マンションに姿を変えるといった事例が見受けられ 

ます。 

町では、これらの歴史的建造物を保全しつつ活用を促進するため、平成27年4月に特別用途地区を 

指定し、一定の条件のもとに用途制限を緩和し、飲食店、ホテル・旅館、物品販売店舗、サービス業 

店舗などを建築できるようにしました。 

風致地区、特別緑地保全地区と合わせ、相乗効果により大磯らしいまち並みの保全を図ります。 

 コラム５ 

 歴史的建造物の保全・活用 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 
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(旧37) 

３）重点地区の整備方針 

＜略＞  

表 重点地区の位置づけとの整備方針 

重点地区 整備方針 

高麗山公園 

周辺地区 

（高麗山～代官山） 

・自然環境保全地域等の制度の活用と、樹林地の維持管理に関わる施策の  

 実施による山の緑の景観の保全 

・眺望点や散策路など、山の自然にふれあえる環境整備 

・山裾の住宅地における風致地区等の指定による山並みと調和した景観の 

 形成 

化粧坂松並木地区 

・松並木の保全と安全に歩ける道路空間の整備 

・松並木植栽部分の維持管理や松並木と調和した町並み形成に向けた地区  

 まちづくり協定等のルールづくり 

大磯港・海岸地区 

自然とふれあえる場としての海岸の整備と活用 

・北浜海岸：海水浴場、ビーチスポーツなどによる利用の促進、海浜植物が生 

       存できる自然環境や防砂林の保全、防災に配慮した整備 

・照ヶ崎海岸：海岸侵食の防止と磯の自然環境の保全 

・大磯港：港を核とした交流促進や地域の活性化 

小淘綾海岸 

松林地区 

・海岸線松林における特別緑地保全地区や風致地区等の指定（指定済） 

・旧東海道の松並木の維持・保全 

・旧東海道沿道の町並み形成に向けたルールづくり及び地区計画等の検討 

・歴史的建造物等の保存・活用の検討(特別用途地区を指定済） 

・海岸侵食の防止と松林と一体となった砂浜景観の形成 

・広域的な自転車道ネットワーク網の整備に向けた検討 

小磯山手地区 

・緑豊かな道筋景観の保全にむけた地区まちづくり協定や地区計画等の町  

 並み形成のルールづくり 

・生垣等個人による景観形成の取り組みへの助成 

・旧別荘等のまちづくりへの活用方策の検討 

・市街地内における公共交通の利便性の向上 

西小磯谷戸 

周辺地区 

・東小磯、湘南平、西小磯に至るハイキングルートの設定と整備 

・血洗川の親水整備の推進 

運動公園周辺地区 

・公園、万台こゆるぎの森、里山、谷戸などの自然を活かした一体的な整備 

 

・湧水やホタルに代表される里山と谷戸の自然の保全 

・環境教育など自然とふれあえる場としての整備と活用 
 

３）重点地区の整備方針 

＜略＞ 

表 重点地区の位置づけとの整備方針 

重点地区 整備方針 

高麗山公園 

周辺地区 

（高麗山～代官山） 

・自然環境保全地域等の制度の活用と、樹林地の維持管理に関わる施策の  

 実施による山の緑の景観の保全 

・眺望点や散策路など、山の自然にふれあえる環境整備 

・山裾の住宅地における風致地区等の指定による山並みと調和した景観の 

 形成 

化粧坂松並木地区 

・松並木の保全と安全に歩ける道路空間の整備 

・松並木植栽部分の維持管理や松並木と調和した町並み形成に向けた地区  

 まちづくり協定等のルールづくり 

大磯港・海岸地区 

自然とふれあえる場としての海岸の整備と活用 

・北浜海岸：比較的広い砂浜、防砂林や海浜植物の自然環境の保全 

・照ヶ崎海岸：海岸侵食の防止と磯の自然環境の保全 

・大磯港：港の資産を活かし地域を活性化する港づくり 

小淘綾海岸 

松林地区 

・海岸線松林における特別緑地保全地区や風致地区等の検討 

・旧東海道の松並木の維持・保全 

・旧東海道沿道の町並み形成に向けたルールづくり及び地区計画等の検討 

・歴史的建造物等の保存・活用の検討 

・海岸侵食の防止と松林と一体となった砂浜景観の形成 

小磯山手地区 

・緑豊かな道筋景観の保全にむけた地区まちづくり協定や地区計画等の町  

 並み形成のルールづくり 

・生垣等個人による景観形成の取り組みへの助成 

・旧別荘等のまちづくりへの活用方策の検討 

西小磯谷戸 

周辺地区 

・東小磯、湘南平、西小磯に至るハイキングルートの設定と整備 

・血洗川の親水整備の推進 

運動公園周辺地区 

・公園、万台こゆるぎの森（旧野村研修所跡地）、里山、谷戸などの自然を活か 

 した一体的な整備 

・湧水やホタルに代表される里山と谷戸の自然の保全 

・環境教育など自然とふれあえる場としての整備と活用 
 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 

2-23 

(旧38) 

 

重点地区 整備方針 

旧東海道中丸地区 

城山公園と松並木・六所神社を結ぶコミュニティ道路・観光散策プロムナー 

ドに向けた地区まちづくり協定や地区計画等の町並み形成のルールづくり 

と景観整備 

六所神社周辺地区 
国道1号からの参道と一体となった歴史的環境の保全に向けた地区まちづ 

くり協定や地区計画等の町並み形成のルールづくりと景観整備 

葛川沿い地区 

・流域単位での汚水流入対策や農業等の支援による川の環境保全 

・河川改修とあわせた親水環境の整備 

・広域的な自転車道ネットワーク網の整備に向けた検討 

不動川沿い地区 
・流域単位での汚水流入対策や農業等の支援による川の環境保全 

・河川改修とあわせた親水環境の整備 

神揃山地区 
地域で行われている維持管理活動等への支援と、散策路や眺望点等里山の 

自然にふれあえる環境整備 

谷戸川及び 

鷹取山地区 

・風致地区等による鷹取山の保全と維持管理 

・自然観察路・ハイキングルートの整備 

・谷戸川の水質改善及び自然河岸の保全 

虫窪周辺地区 自然景観の保全に配慮した生活・農業基盤の整備 
 

 

重点地区 整備方針 

旧東海道中丸地区 

城山公園と松並木・六所神社を結ぶコミュニティ道路・観光散策プロムナー 

ドに向けた地区まちづくり協定や地区計画等の町並み形成のルールづくり 

と景観整備 

六所神社周辺地区 
国道1号からの参道と一体となった歴史的環境の保全に向けた地区まちづ 

くり協定や地区計画等の町並み形成のルールづくりと景観整備 

葛川沿い地区 
・流域単位での汚水流入対策や農業等の支援による川の環境保全 

・河川改修とあわせた親水環境の整備 

不動川沿い地区 
・流域単位での汚水流入対策や農業等の支援による川の環境保全 

・河川改修とあわせた親水環境の整備 

神揃山地区 
地域で行われている維持管理活動等への支援と、散策路や眺望点等里山の 

自然にふれあえる環境整備 

谷戸川及び 

鷹取山地区 

・風致地区等による鷹取山の保全と維持管理 

・自然観察路・ハイキングルートの整備 

・谷戸川の水質改善及び自然河岸の保全 

虫窪周辺地区 自然景観の保全に配慮した生活・農業基盤の整備 
 

４）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

拠点の整備 
整備構想の策定、交通環境・商業・観光基盤・景観の整備、バリアフリー化など 

により拠点の整備を図ります。 

海浜ゾーンの 

保全と活用 

砂浜の維持管理、海岸へのアクセスの確保、海浜植物の保全、海岸美化、体験 

学習やビーチスポーツなど自然とふれあえる場の整備及び利活用、防災に配 

慮した整備、利用調整、大磯港周辺エリアの再整備などにより海浜ゾーンの保 

全と活用を図ります。 

重点地区の 

指定と整備 

まちづくり条例の推進地区、推進地区整備計画、地区まちづくり事業、地区ま 

ちづくり協議会や地区まちづくり計画、景観法の景観計画、景観地区や景観 

協定、都市計画法の風致地区や地区計画、建築基準法の建築協定、ボランテ 

ィア活動などにより重点地区の指定と整備を図ります。 
 

４）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

拠点の整備 
整備構想の策定、交通環境・商業・観光基盤・景観の整備、バリアフリー化など 

により拠点の整備を図ります。 

海浜ゾーンの 

保全と活用 

砂浜の維持管理、海岸へのアクセスの確保、海浜植物の保全、海岸美化、体験 

学習と自然とふれあえる場の整備、利用調整、大磯港再整備などにより海浜ゾー

ンの保全と活用を図ります。 

重点地区の 

指定と整備 

まちづくり条例の推進地区、推進地区整備計画、地区まちづくり事業、地区ま 

ちづくり協議会や地区まちづくり計画、景観法の景観計画、景観地区や景観 

協定、都市計画法の風致地区や地区計画、建築基準法の建築協定、ボランテ 

ィア活動などにより重点地区の指定と整備を図ります。 
 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 

2-24 

(旧39) 

  

 

2-25 

(旧40) 

２）整備方針 

＜略＞ 

③ 道路の維持や整備のほか、橋りょう長寿命化などにより交通環境や生活環境の向上を図ります。 

＜略＞ 

 

２）整備方針 

＜略＞ 

③ 地区内道路の整備により交通環境や生活環境の向上を図ります。 

＜略＞ 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 

2-25 

(旧40) 

３）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

道路の整備 

主要幹線道路（(仮)湘南新道）、幹線道路（(仮)国府新宿東西線、(仮)小磯南北 

線）の計画の具体化を図ります。また、幹線道路（町道幹16号線、町道幹27号線 

など）、その他の道路（国府本郷西小磯１号線など）の整備を図ります。 

歩行者・自転車の 

交通環境の整備 

歩道、自転車道、自転車歩行者道、バリアフリー化などにより歩行者・自転車 

の交通環境の整備を図ります。 

公共交通の充実 
大磯駅や駅周辺の整備、道路整備、バスルート整備、公共交通空白地域への地域公

共交通の導入などにより公共交通の充実を図ります。 
 

３）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

道路の整備 
主要幹線道路（(仮)湘南新道など）、幹線道路（(仮)国府新宿東西線、(仮)小磯南

北線、町道幹線16号線、町道幹線27号線など）、生活道路の整備を図ります。 

歩行者・自転車の 

交通環境の整備 

歩道、自転車道、自転車歩行者道、バリアフリー化などにより歩行者・自転車 

の交通環境の整備を図ります。 

公共交通の充実 
大磯駅や駅周辺の整備、道路整備、バスルート整備、循環型コミュニティバス等の

導入などにより公共交通の充実を図ります。 
 

2-26 

(旧41) 

２）整備方針 

① 県管理河川は、１時間当たり概ね５０mm の降雨に対応できるよう、河川の整備計画に基づき護岸等の

整備を促進するとともに、適切な維持管理を行います。町管理河川は、適切な維持管理に努め、重要度の

高い河川から計画的に整備を進めます。 

＜略＞ 

③ 下水道は、東部地区から整備を進め、市街化区域を優先的に整備します。 

 

２）整備方針 

① 県管理河川は、１時間当たり概ね５０mm の降雨に対応できるよう、河川改修計画に基づき護岸等の 

整備を促進します。町管理河川は、河川改修計画を定め、重要度の高い河川から計画的に整備を進めま

す。 

＜略＞ 

③ 下水道は、東部地区から整備を進め、市街化区域の住宅密度の高い区域を優先的に整備します。 

 ３）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

治水機能の強化 

森林の保全、浸透施設などにより流域圏の治水機能の強化を図ります。また、 

計画的な護岸整備により災害に強い河川整備を進めるとともに、適切な維 

持管理を図ります。 

多様な水辺づくり 
生物の生息・生育環境の保全・復元、遊歩道、川遊び場などにより多様な水 

辺づくりを図ります。 

河川の水質の向上 
公共下水道の整備、合併処理浄化槽の普及などにより河川の水質の向上を 

図ります。 
 

３）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

治水機能の強化 護岸整備、森林等の保全、浸透舗装などにより治水機能の強化を図ります。 

多様な水辺づくり 
生物の生息・生育環境の保全・復元、遊歩道、川遊び場などにより多様な水 

辺づくりを図ります。 

河川の水質の向上 
公共下水道の整備、合併処理浄化槽の普及などにより河川の水質の向上を 

図ります。 
 

2-26 

(旧41) 

１）目標 

① 災害の危険を軽減する都市空間の創造 

② 災害を防御し安全な避難を可能とする都市構造の創造 

③ 安全で快適な都市環境の創造 

④ 津波からいのちを守るための予防対策の推進 

⑤ 津波災害からの都市復興に備えた事前の取り組みの推進 

１）目標 

① 災害の危険を軽減する都市空間の創造 

② 災害を防御し安全な避難を可能とする都市構造の創造 

③ 安全で快適な都市環境の創造 

＜新規＞ 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 

2-27 

(旧41) 

２）整備方針 

① 地形や地域特性等に応じて計画的な土地利用の誘導を図ります。 

② 土砂災害から生命を守るため、土砂災害防止工事等と併せて、土砂災害ハザードマップの作成、公表な 

どの情報提供を図るとともに、今後も新たな知見によりハザードマップ等を更新する必要が生じた場合に

は、速やかに情報更新し、提供するよう努めます。 

③ 下水道の整備を進めるとともに、人と自然にやさしい水辺づくりによる河川の治水対策を進めます。 

④ 大規模地震時及び大規模津波時の避難を可能にするため、避難場所、避難路、緊急輸送路等の整備を進 

めます。 

⑤ 災害時の市街地の延焼拡大防止や緊急輸送路の確保等を図るため、木造密集市街地等における耐震化、 

不燃化、防災化を進めます。 

⑥ 被災時においては、公的な支援（公助）に加えて、自分で自分の安全を守る（自助）、周りの人と助け 

合う（共助）による取組体制を推進します。 

⑦ 町民等が自ら津波の危険を認識し、行動を判断できるよう、津波浸水予想図や津波ハザードマップの公 

表などの情報提供を図るとともに、今後も新たな知見によりハザードマップ等を更新する必要が生じた場 

合には、速やかに情報更新し、提供するよう努めます。 

⑧ 発災後の速やかな都市の復旧・復興に備えた事前の取り組みとして、都市復興の基礎となる情報の収集、 

整理を進めます。 

 

２）整備方針 

① 地形や地域特性等に応じて計画的な土地利用の規制誘導を図ります。 

② 土砂災害危険個所の周知を進め、危険区域の指定等により災害防止対策を進めます。 

 

 

③ 下水道の整備を進めるとともに、人と自然にやさしい水辺づくりによる河川の治水対策を進めます。 

④ 大規模地震時の避難を可能にするため、避難場所、避難路、緊急輸送路等の整備を進めます。 

 

⑤ 災害時の市街地の延焼拡大防止を図るため、木造密集市街地等における不燃化や防災化を進めます。 

 

＜新規＞ 

2-27 

(新規) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新規＞ 

  

災害が発生した時は、町や消防などの関係機関が 

被害の拡大防止や被災者の救助「公助」にあたりま 

すが、対応には限界があります。自分自身や家族を 

自分で守る「自助」や、地域や近隣の人が互いに協 

力しながら防災や避難活動を行う「共助」の取り組 

みが重要になります。 

災害に備えるために普段から避難や隣人の安否に 

ついて話し合い、情報を共有しましょう。地域で行 

う防災訓練や行事等には積極的に参加しお互いの顔 

が見える交流を図ることが、いざというときの大き 

な力になります。 

 コラム６ 

 自分たちの地域は自分たちで守る 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 

2-28 

(旧42) 

３）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

急傾斜地等の 

安全性の向上 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊危険区 

域、土砂災害防止法による土砂災害警戒区域等、宅地造成等規制による宅地 

造成工事規制区域、都市計画法による区域区分や風致地区、指定区域等の周 

知などにより急傾斜地等の危険の周知を図ります。 

防災性と避難の 

安全性の向上 

建築物の耐震化、道路や公園等の整備、住環境整備事業、地区計画などにより 

防災性と避難の安全性の向上を図るとともに、平時の備えとして、避難場所の 

確認や避難訓練など地域での連携強化を促進します。 

河川の治水対策 
河川の適切な維持管理や未改修部分の整備を促進し、親水性に配慮しつつ 

災害に強い河川整備を進めます。 

津波に対する防 

災意識の向上 

「大磯町地域防災計画」を踏まえ、津波浸水予想図や津波ハザードマップの周 

知を図るなど、一人ひとりの防災意識の向上に努め、町民等が自ら津波の危 

険を認識し行動できるよう支援します。 

復興段階のまちづ 

くりのありかたの 

検討 

被災後のまちづくりを円滑に進めるため、都市復興基本計画の策定に向け 

て、都市計画基礎調査に加え、地積調査といった基礎データの整備を進め 

ます。 

  

３）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

急傾斜地等の 

安全性の向上 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域、 

宅地造成等規制法の宅地造成工事規制区域、都市計画法の区域区分や風 

致地区、施設整備、指定区域等の周知などにより急傾斜地等の安全性の 

向上を図ります。 

防災拠点と避難路 

の安全性の向上 

避難所の耐震化、公園等の整備、避難路沿道建物の不燃化・耐震化など 

により防災拠点と避難路の安全性の向上を図ります。 

木造密集市街地 

等の改善 

建築物の耐震化、道路や公園等の整備、住環境整備事業、地区計画など 

により木造密集市街地等の改善を図ります。 

  

  

 

2-29 

(旧43) 

１）目標 

＜略＞ 

③ まちの拠点を中心としたコンパクトシティーの維持・形成 

 

１）目標 

＜略＞ 

＜新規＞ 

２）整備方針 

＜略＞ 

⑤ 生活利便施設等の適切な集積をさらに促進し、身近な範囲で日常生活が完結する住宅・住環境の整備を 

進めます。 

⑥ 町外からの移住、兼居・近居・出店等の受け皿となる住宅等の整備を進めます。 

     ※兼居：大都市等にある今の住まいを維持し、休日等は地方に居住すること 

       近居：主に親子が徒歩で行き来できる距離にそれぞれ居住すること 

２）整備方針 

＜略＞ 

＜新規＞ 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 

３）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

高齢者等が 

暮らし続けられる 

環境の整備 

住宅改善への支援、バリアフリー化などにより高齢者等が暮らし続けられる 

環境の整備を図ります。 

子育て世代の 

定住促進 

賃貸住宅の誘導、持家取得のための支援、開発事業の基準の見直し、子育て 

支援などにより子育て世代の定住の促進を図ります。 

地域特性に応じた 

住宅・住環境の 

形成 

都市計画法の用途地域、風致地区や地区計画、景観法の景観計画や景観地 

区、都市緑地法の緑化地域、まちづくり条例の地区まちづくり計画、生活道路 

や公園の整備、敷地内緑化などにより地域特性に応じた住宅・住環境の形成 

を図ります。 

コンパクトな 

まちづくりの維持・

形成 

現在の都市形成を受け継ぎつつ、特に高齢者や子育て世代にとって、身近な 

範囲で日常生活が完結することができる、まちの拠点を中心としたコンパクト 

シティーの維持・形成を図ります。 

空き家等の 

利活用の促進 

空き家等相談窓口で情報収集を行い、空き家等の実態調査を推進します。ま 

た、空き家等の適正管理を促進するとともに空き家等の利活用のための対 

策の促進を図ります。 
 

３）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

高齢者等が 

暮らし続けられる 

環境の整備 

町営住宅の整備、住宅改善への支援、バリアフリー化などにより高齢者等が暮らし

続けられる環境の整備を図ります。 

子育て世代の 

定住促進 

賃貸住宅の誘導、持家取得のための支援、開発事業の基準の見直し、子育て 

支援などにより子育て世代の定住の促進を図ります。 

地域特性に応じた 

住宅・住環境の 

形成 

都市計画法の用途地域、風致地区や地区計画、景観法の景観計画や景観地 

区、都市緑地法の緑化地域、まちづくり条例の地区まちづくり計画、生活道路 

や公園の整備、敷地内緑化などにより地域特性に応じた住宅・住環境の形成 

を図ります。 
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(新規) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新規＞ 

 

 町では、下町地区（北本町、北下町、南本町、南下町、茶屋町）に対して、平成26年3月に 

空き家実態調査を実施し、876 戸中57 戸（約6.5％）が空き家と判断されました。今後も空き家所 

有者に対するアンケートや空き家調査を進め、空き家の利活用に役立てていきます。 

 コラム７ 

 空き家の実態調査状況 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

  平成27 年５月26 日に全面施行され、近隣に危険や迷惑を及ぼしている空き家を市町村が特定空き 

家（※）と判断すれば、撤去、修繕、立ち木等の伐採といった措置について、所有者への助言や指導、 

勧告、命令ばかりでなく、命令等に従わなかった場合の課徴金の徴収や行政による代執行が認められ 

ました。 

 

※特定空き家・・・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険又は衛生上有害となるおそれのある 

状態若しくは著しく景観を損なっている状態等の空き家のこと 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 

2-30 

(旧43) 

（２）その他の都市施設の整備方針 

１）目標 

誰もが安心して生活することができる災害に強いまちをめざします。 

 

２）整備方針 

①長期的な視野にたって効率的かつ効果的な都市施設の整備を図ります。 

②公共施設再編等の基本方針などに基づき、既存施設の活用を重視します。 

 

（２）その他の都市施設の整備方針 

１）目標 

健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動の向上をめざします。 

 

２）整備方針 

①長期的な視野にたって効率的・効果的な都市施設の整備を図ります。 

②既存施設の活用を重視します。 

 

2-30 

(旧44) 

３）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

衛生処理施設等 

の整備 

平塚・大磯・二宮ブロックごみ処理広域化実施計画、大磯町一般廃棄物処理 

計画に基づき、ごみ処理場の整備及び汚物処理場の維持を図ります。 

既存施設の活用 
公共施設再編等の基本方針などに基づき、国府支所、コミュニティ施設、教 

育施設、社会福祉施設等の既存施設の活用を図ります。 

  

３）施策の展開 

 

次の施策の展開を図ります。 

施  策 内    容 

衛生処理施設等 

の整備 

ごみ焼却場、汚物処理場、最終処分場など、近隣市町との連携による広 

域処理も含めて最適な衛生処理施設等の整備を図ります。 

既存施設の活用 
国府支所、コミュニティ施設、教育施設、社会福祉施設等の既存施設の 

活用を図ります。 
 

2-31 

(旧44) 

 

 

 

 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 

3-3 

(旧49) 

（２）緑と調和し文化が生きる住宅地の形成 

＜略＞ 

・近年、住宅が増えている工業地域やその周辺の準工業地域は、当該地区の特性に配慮し、地区計画等の活用

による用途の転換及び用途の純化などにより、周辺の町並みと調和する良好な住環境の形成を図ります。 

＜略＞ 

 

（２）緑と調和し文化が生きる住宅地の形成 

＜略＞ 

・近年、住宅が増えている工業地域周辺の準工業地域は、一般住宅地として用途地域変更の検討も含め、周

辺の町並みと調和する良好な住環境の形成を図ります。 

＜略＞ 

（３）海・山の風景の保全とふれあえる自然環境づくり 

＜略＞ 

・海岸の磯や砂浜の自然環境の保全を図り、自然とふれあえる海辺や地域の活性化に資する港づくりをめざす

とともに、非常時の防災機能の強化を図ります。 

＜略＞ 

 

（３）海・山の風景の保全とふれあえる自然環境づくり 

＜略＞ 

・海岸の磯や砂浜の自然環境の保全を図るとともに、自然とふれあえる海辺や地域の活性化に資する港づく

りをめざします。 

＜略＞ 

（４）既存の工業地域の維持と計画的な用途転換 

・高麗地区の既存の工場地区は、現状の機能の維持を図ることを原則としますが、地域特性に応じた適切な土

地利用を行うために、状況により計画的な用途転換を図り、無秩序な土地利用転換による都市環境の悪化の

防止に努め、良好な市街地の形成を図ります。 

 

（４）既存の工業地域の維持 

・高麗地区の既存の工場地区は、現状の機能の維持を図ります。 

3-4 

(旧50) 

（１）重点地区と取り組み 

重点地区 整備方針 

化粧坂松並木地区 

・松並木の保全と安全に歩ける道路空間の整備 

・松並木植栽部分の維持管理や松並木と調和した町並み形成に向けた地区まちづく

り協定等のルールづくり 

大磯駅周辺地区 

・駅周辺の山並みやエリザベスサンダースホーム一帯の緑と調和し落ちついた景観

の保全 

・駅周辺の「大磯町バリアフリー基本構想」に基づくバリアフリー化 

・駅前広場周辺エリアの再整備の検討 

・生活利便施設等の集約化 

・近代の歴史的建築物の町並み、旧東海道筋の商業地の町並み、大磯港周辺の旧漁

村の町並みなどの整備と拠点活性化への活用 

・住民参加による四季の花植えなど景観形成の取り組み 

大磯港・海岸地区 

自然とふれあえる場としての海岸の整備と活用 

・北浜海岸：海水浴場、ビーチスポーツなどによる利用の促進、海浜植物が生存で

きる自然環境や防砂林の保全、防災に配慮した整備 

・照ヶ崎海岸：海岸浸食の防止と磯の自然環境の保全 

・大磯港：港を核とした交流促進や地域の活性化 
 

（１）重点地区と取り組み 

重点地区 整備方針 

化粧坂松並木地区 

・松並木の保全と安全に歩ける道路空間の整備 

・松並木植栽部分の維持管理や松並木と調和した町並み形成に向けた地区まちづく

り協定等のルールづくり 

大磯駅周辺地区 

・駅周辺の山並みやエリザベスサンダースホーム一帯の緑と調和し落ち着いた景観

の保全 

・駅及び駅周辺のバリアフリー化 

 

 

・近代の歴史的建築物の町並み、旧東海道筋の商業地の町並み、大磯港周辺の旧漁

村の町並みなどの整備と拠点活性化への活用 

・住民参加による四季の花植えなど景観形成の取り組み 

大磯港・海岸地区 

自然とふれあえる場としての海岸の整備と活用 

・北浜海岸：比較的広い砂浜、防砂林や海浜植物の自然環境の保全 

 

・照ヶ崎海岸：海岸浸食の防止と磯の自然環境の保全 

・大磯港：港の資産を活かし地域を活性化する港づくり 
 

（２）その他の取り組み 

＜略＞ 

・準工業地域での地区計画等の活用による用途の転換及び用途の純化や用途地域変更の検討 

・住宅密集地区での建物の不燃化及び耐震化等の推進 

＜略＞ 

 

（２）その他の取り組み 

＜略＞ 

・準工用地域での用途地域変更の検討 

・住宅密集地区での建物の不燃化等の推進 

＜略＞ 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 
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(旧51) 

 

 

 

 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 
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(旧53) 

（１）重点地区と取り組み 

重点地区 整備方針 

小淘綾海岸 

松林地区 

・海岸線松林における特別緑地保全地区や風致地区等の指定【指定済】 

・旧東海道の松並木の維持・保全 

・旧東海道沿道の町並み形成に向けたルールづくり及び地区計画等の検討 

・歴史的建造物等の保存・活用の検討【特別用途地区を指定済】 

・海岸浸食の防止と松林と一体となった砂浜景観の形成 

・広域的な自転車道ネットワーク網の整備に向けた検討 

小磯山手地区 

・緑豊かな道筋景観の保全にむけた地区まちづくり協定や地区計画等の町並み形成

のルールづくり 

・生垣等個人による景観形成の取り組みへの助成 

・旧別荘等のまちづくりへの活用方策の検討 

・市街地内における公共交通の利便性の向上 

西小磯谷戸 

周辺地区 

・東小磯、湘南平、西小磯に至るハイキングルートの設定と整備 

・血洗川の親水整備の推進 
 

（１）重点地区と取り組み 

重点地区 整備方針 

小淘綾海岸 

松林地区 

・海岸線松林における特別緑地保全地区や風致地区等の検討 

・旧東海道の松並木の維持・保全 

・旧東海道沿道の町並み形成に向けたルールづくり及び地区計画等の検討 

・歴史的建造物等の保存・活用の検討 

・海岸浸食の防止と松林と一体となった砂浜景観の形成 

小磯山手地区 

・緑豊かな道筋景観の保全にむけた地区まちづくり協定や地区計画等の町並み形成

のルールづくり 

・生垣等個人による景観形成の取り組みへの助成 

・旧別荘等のまちづくりへの活用方策の検討 

西小磯谷戸 

周辺地区 

・東小磯、湘南平、西小磯に至るハイキングルートの設定と整備 

・血洗川の親水整備の推進 
 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 

3-9 

(旧55) 

 

 

 

 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 
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(旧57) 

（２）風土豊かな住宅地の形成 

＜略＞ 

・国府新宿の市街化区域に隣接する区域など、農地を含む自然的土地利用と都市的土地利用の混在、幹線道路

沿道における無秩序な施設立地、農村集落の活力の低下や自然環境の喪失などの課題がある若しくは課題が

発生すると予測される地域については、地区計画等の活用により、農地や緑地等の自然的環境の保全と市街

化調整区域の性格の範囲内での一定の都市的土地利用を一体的に図っていくなど、地域の実情に応じた、き

め細かな土地利用の整序の検討を行います。 

 

（３）安全で快適な住環境づくり 

＜略＞ 

・県管理河川は、1 時間当たり概ね 50mm の降雨に対応できように河川の整備計画に基づき、護岸等の整備を

促進するとともに、適切な維持管理を行います。 

 

（２）風土豊かな住宅地の形成 

＜略＞ 

・国府新宿の市街化区域に隣接する農地における将来的な宅地化の需要に対しては、菜園のある住宅地など

良好な市街地形成のため、計画的な土地利用を図ります。 

 

 

 

 

（３）安全で快適な住環境づくり 

＜略＞ 

＜新規＞ 

3-12 

(旧58) 

（１）重点地区と取り組み 

重点地区 整備方針 

国府支所周辺地区 

・谷戸川を活かした歩行者環境整備などによる水と緑と文化のネットワークの形成 

・県道相模原大磯線沿道の町並み形成などによる賑わいの創出 

・生活利便施設等の集約化 

運動公園周辺地区 

・公園、万台こゆるぎの森、里山、谷戸などの自然を活かした一体的な整備 

・湧水やホタルに代表される里山と谷戸の自然の保全 

・環境教育など自然とふれあえる場としての整備と活用 

旧東海道中丸地区 
城山公園と松並木・六所神社を結ぶコミュニティ道路・観光散策プロムナードに向

けた地区まちづくり協定や地区計画等の町並み形成のルールづくりと景観整備 

六所神社周辺地区 
国道1号からの参道と一体となった歴史的環境の保全に向けた地区まちづくり協定

や地区計画等の町並み形成のルールづくりと景観整備 

葛川沿い地区 

・流域単位での汚水流入対策や農業等の支援による川の環境保全 

・河川改修とあわせた親水環境の整備 

・広域的な自転車道ネットワーク網の整備に向けた検討 
 

（１）重点地区と取り組み 

重点地区 整備方針 

国府支所周辺地区 
・谷戸川を活かした歩行者環境整備などによる水と緑と文化のネットワークの形成 

・県道相模原大磯線沿道の町並み形成などによる賑わいの創出 

運動公園周辺地区 

・公園、万台こゆるぎの森（旧野村研修所跡地）、里山、谷戸などの自然を活かし

た一体的な整備 

・湧水やホタルに代表される里山と谷戸の自然の保全 

・環境教育など自然とふれあえる場としての整備と活用 

旧東海道中丸地区 
城山公園と松並木・六所神社を結ぶコミュニティ道路・観光散策プロムナードに向

けた地区まちづくり協定や地区計画等の町並み形成のルールづくりと景観整備 

六所神社周辺地区 
国道1号からの参道と一体となった歴史的環境の保全に向けた地区まちづくり協定

や地区計画等の町並み形成のルールづくりと景観整備 

葛川沿い地区 
・流域単位での汚水流入対策や農業等の支援による川の環境保全 

・河川改修とあわせた親水環境の整備 

 

（２）その他の取り組み 

・神揃山など丘陵地の緑と調和する低層の住宅地として、馬場地区の北部における地区計画等の活用による用 

途の転換や純化、用途地域の変更の検討 

＜略＞ 

・国府新宿の市街化調整区域での、農地や緑地等の自然的環境の保全と市街化調整区域の性格の範囲内での一 

定の都市的土地利用を一体的に図っていくなど、地域の実情に応じた、きめ細かな土地利用の整序の検討 

＜略＞ 

 

（２）その他の取り組み 

・神揃山など丘陵地の緑と調和する低層の住宅地として、馬場地区の北部における用途地域の変更の検討 

 

＜略＞ 

・国府新宿の市街化調整区域での、計画的な住宅地主体の市街地としての土地利用の検討 

 

＜略＞ 
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ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 

3-13 

(旧59) 

 

 

 

 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 

3-14 

(旧60) 

（１）住み続けられる集落地・住宅地づくり 

＜略＞ 

・特に山間地域での生活者及び来訪者の利便を維持するため、生活道路の整備を図るとともに、バス路線を維持し

つつ、その地域にふさわしい新たな公共交通の検討も進めます。 

（１）住み続けられる集落地・住宅地づくり 

＜略＞ 

・特に山間地域での生活者及び来訪者の利便を維持するため、生活道路の整備を図るとともに、バス路線の維持

を図ります。 

 

3-15 

(旧61) 

（２）その他の取り組み 

＜略＞ 

・山林の手入れを兼ねた林材の積極的な活用 

＜略＞ 

 

（２）その他の取り組み 

＜略＞ 

＜新規＞ 

＜略＞ 

 



大磯町まちづくり基本計画変更案 新旧対照表 

 

ﾍﾟー ｼ  ゙ 変更後 変更前 

3-16 

(旧62) 

 

 

 

 

 


